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な
め
り
か
わ
推
奨
観
光
土
産
品
の
ご
紹
介

　

ほ
た
る
い
か
の
詩

　

滑
川
海
洋
深
層
水
と
、
深
層
水
か
ら
で
き
た
塩
を

使
っ
た
ほ
た
る
い
か
型
の
お
菓
子
で
す
。

　

昆
布
、
小
豆
粉
、
き
な
粉
、
抹
茶
が
入
っ
て
お
り
、

風
味
豊
か
で
お
や
つ
や
お
茶
う
け
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。

◆
１
個　

１
２
６
円

▼
問
合
せ
先　

㈲
ア
リ
カ
ネ
（
☎
４
７
５
‐
０
９
１
６
）

24

　

こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
寒
さ
が
厳

し
く
な
る
と
、
水
道
管
が
凍
っ
た

り
破
裂
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

水
道
管
が
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
る
場
合
は
、
水
道
管
の
防
寒

を
し
ま
し
ょ
う
。

◦
風
当
た
り
の
強
い
戸
外
に
あ
る

◦
北
向
き
で
日
陰
に
あ
る

◦
地
上
に
露
出
し
て
い
る

※
普
段
使
用
し
て
い
な
い
空
き
家

　
な
ど
を
所
有
し
て
お
ら
れ
る
方

　
は
、
止
水
栓
を
閉
め
て
お
い
て

　
く
だ
さ
い
。

○
水
道
管
の
防
寒
方
法

　

水
道
管
が
露
出
し
て
い
る
よ
う

な
と
こ
ろ
は
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

な
ど
の
保
温
材
を
巻
き
、
さ
ら
に

ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を
巻
い
て
水
が

入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
防
寒
を
し

ま
し
ょ
う
。

○
水
道
管
が
凍
っ
て
水
が
出
な
く

　

な
っ
た
と
き

　

凍
っ
た
部
分
に
タ
オ
ル
な
ど
を

か
け
、
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ

く
り
か
け
て
く
だ
さ
い
。
急
に
熱

い
湯
を
か
け
る
と
、
水
道
管
や
蛇

口
に
ひ
び
が
入
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き

　

水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
は
、

止
水
栓
を
閉
め
て
水
を
止
め
、
市

指
定
業
者
に
修
理
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
破
裂
事
故
に
備

え
て
、
お
宅
の
止
水
栓
の
位
置
を

確
か
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※
ほ
と
ん
ど
の
お
宅
の
止
水
栓
は

　

水
道
メ
ー
タ
ー
と
同
じ
場
所
に

　

あ
り
ま
す
。

○
メ
ー
タ
ー
点
検
で
漏
水
の
確
認

　

を

　

冬
は
雪
の
た
め
に
目
に
つ
か
な

い
場
所
で
水
道
管
が
破
裂
し
、
水

が
漏
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
す
。
漏
水
を
確
か
め
る
方
法
と

し
て
、
家
中
の
蛇
口
を
締
め
て

メ
ー
タ
ー
を
見
て
く
だ
さ
い
。

メ
ー
タ
ー
が
ま
わ
っ
て
い
た
ら
漏

水
で
す
。
宅
内
、
メ
ー
タ
ー
器
周

辺
の
漏
水
に
か
か
る
費
用
や
漏
水

し
た
分
の
水
道
料
金
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。
漏
水
に
は
十
分
注

意
し
、
早
期
発
見
、
早
期
修
理
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先　

　

上
下
水
道
課
（
内
線
４
５
２
）

水
道
管
に
も
冬
支
度
を

人
権
相
談
の
ご
案
内

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
お
困
り
の

こ
と
や
悩
み
ご
と
が
あ
る
と
き
に

は
、
お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
ま

た
は
富
山
地
方
法
務
局
魚
津
支
局

に
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市
内
の
人
権
擁
護
委
員（
敬
称
略
）

み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

～
考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち

　
育
て
よ
う
　
思
い
や
り
の
心
～

　

細
岡　

雪
子
（
上
梅
沢
）

　

野
嶋
美
千
代
（
加
島
町
）

　

石
倉
美
代
子
（
浜
四
ツ
屋
）

　

小
沢　

政
商
（
荒　

町
）

　

梶
谷　

正
夫
（
宮　

窪
）

富
山
地
方
法
務
局
魚
津
支
局

　

魚
津
市
本
町
１
丁
目
３
番
２
号

電
話
相
談

◦
人
権
相
談

　
（
☎
０
７
６
５
‐
22
‐
０
４
６
１
）

◦
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
（
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０
）

◦
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
（
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談

◦
大
人
用

　
（�https://w

w
w.jinken.go.jp/

soudan/PC_AD/0101.htm
l

）

◦
子
ど
も
用

　
（�https://w

w
w.jinken.go.jp/

soudan/PC_CH
/0101.htm

l

）

▼
問
合
せ
先

　

市
民
課
（
内
線
３
１
３
）

農
業
従
事
者
の
皆
さ
ん
へ

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
登
載
申
請
に
つ
い
て

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
農

業
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
で
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
を
調
製
し
て
い
ま
す
。

　

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
は
、

12
月
初
旬
か
ら
原
則
、
生
産
組
合

長
を
通
じ
て
配
布
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
載
・
押

印
の
上
、
生
産
組
合
長
ま
で
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
に
登
録
で
き
る
人

　

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
で
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
５
年
４

月
１
日
以
前
に
出
生
し
た
人
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

広告

統
計
調
査
に

　

ご
協
力
く
だ
さ
い

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

　

平
成
24
年
工
業
統
計
調
査
を
12

月
31
日
現
在
で
行
い
ま
す
。

　

調
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

12
月
か
ら
来
年
1
月
に
か
け
て
調

査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い

た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
統
計

法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

企
画
政
策
課
（
内
線
２
２
１
）

と
き　

12
月
27
日
㈭

◆
就
職
活
動
セ
ミ
ナ
ー

　

時
間　

午
前
11
時
～
午
後
０
時

　
　

30
分

　

と
こ
ろ　

と
や
ま
自
遊
館

　

対
象　

平
成
26
年
３
月
卒
業
予

　
　

定
の
学
生

◆
合
同
企
業
説
明
会
❶

　

時
間　

午
前
10
時
30
分
～
午
後

　
　

１
時

　

と
こ
ろ　

富
山
市
総
合
体
育
館

　

対
象　

平
成
25
年
３
月
卒
業
予

　
　

定
の
学
生
、
一
般
求
職
者

◆
合
同
企
業
説
明
会
❷

　

時
間　

午
後
１
時
30
分
～
５
時

　

と
こ
ろ　

富
山
市
総
合
体
育
館

　

対
象　

平
成
26
年
３
月
卒
業
予

　
　

定
の
学
生

参
加
費　

無
料

▼
問
合
せ
先

　

県
商
工
労
働
部
労
働
雇
用
課

　
（
☎
４
４
４
‐
４
５
５
８
）

Ｕ
タ
ー
ン
フ
ェ
ア
イ
ン
と
や
ま

～
元
気
と
や
ま
！
合
同
企
業
説
明
会
～

12
月
４
日
～
10
日
は

「
人
権
週
間
」

家
事
事
件
手
続
法
と
は

　

家
事
事
件
（
家
事
審
判
や
家
事

調
停
に
関
す
る
事
件
）
の
手
続
き

を
定
め
る
法
律
で
、
国
民
に
利
用

し
や
す
く
現
代
社
会
に
適
合
し
た

家
事
事
件
の
手
続
き
を
定
め
る
た

め
に
新
た
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

家
事
審
判　
裁
判
官
が
さ
ま
ざ
ま

　

な
資
料
に
基
づ
い
て
判
断
し
、

　

決
定
す
る
手
続
き

家
事
調
停　
裁
判
官
1
人
と
調
停

　

委
員
２
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る

　

調
停
委
員
会
が
、
当
事
者
双
方

　

か
ら
言
い
分
を
十
分
に
聴
き
な

　

が
ら
話
し
合
い
を
行
う
手
続
き

新
し
く
設
け
ら
れ
た
制
度

●
原
則
と
し
て
、
申
立
書
の
写
し

　

が
相
手
方
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

●
事
件
の
当
事
者
で
あ
れ
ば
、
家

　

事
審
判
事
件
の
記
録
を
見
た
り

　

コ
ピ
ー
し
た
り
す
る
こ
と
が
、

　

原
則
と
し
て
許
可
さ
れ
ま
す
。

●
電
話
会
議
・
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス

　

テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

　

ま
す
。

施
行
日　

平
成
25
年
１
月
１
日

　

た
だ
し
、
家
事
事
件
手
続
法
が

　

適
用
さ
れ
る
の
は
、
施
行
日
以

　

降
に
申
し
立
て
ら
れ
た
家
事
事

　

件
で
す
。

▼
問
合
せ
先　

富
山
家
庭
裁
判
所

　
（
☎
４
２
１
‐
８
１
５
４
）

家
事
事
件
手
続
法

が
施
行
さ
れ
ま
す

　

事
業
者
の
方
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
お
け
る
事
業
用
の
構
築

物
・
機
械
な
ど
の
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
そ
の
償
却
資
産
の
所
在
地

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て

い
る
方
や
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
な

事
業
者
の
皆
さ
ん

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
31
日
㈭
ま
で
に

　
「
防
災
ラ
ジ
オ
」
は
、
現
在
生

産
中
で
す
。
物
品
の
納
入
日
は
12

月
21
日
㈮
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い

ま
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

総
務
課
（
内
線
２
１
１
）

防
災
ラ
ジ
オ
の
配
布
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
中
に
建
物
を
取
り
壊

さ
れ
た
方
は
、
税
務
課
へ
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
を
さ
れ
な
い
場
合

は
、
来
年
度
も
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
届
け
出
に
基
づ
い
て
、

取
り
壊
し
た
建
物
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

現
地
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

連
絡
い
た
だ
く
内
容

◦
納
税
者
の
住
所
、
氏
名

◦
建
物
の
所
在
地

◦
建
物
の
内
容
（
用
途
、
構
造
、

　

面
積
、
取
り
壊
し
月
日
な
ど
）

▼
問
合
せ
・
連
絡
先

　

税
務
課
資
産
税
担
当

　
（
内
線
２
３
６
）

ど
を
貸
し
て
い
る
方
、
農
業
を
営

ん
で
い
る
方
な
ど
、
す
べ
て
の
事

業
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け

る
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
１
月
31

日
㈭
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
24
年
中
に
新
規
に
事
業
を

始
め
ら
れ
た
方
な
ど
申
告
書
と
申

告
の
手
引
き
が
必
要
な
方
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
を
利
用
し
た
電
子
申
告
を

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
申
告
書
の
提
出
・
問
合
せ
先

　

税
務
課
資
産
税
担
当

　
（
内
線
２
３
６
）

場
合

❶
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き

　

耕
作
の
業
務
を
営
む
人

❷
❶
の
人
と
同
居
の
親
族
ま
た
は

　

配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね
60

　

日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
人

❸
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き

　

耕
作
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産

　

法
人
の
組
合
員
ま
た
は
株
主
で
、

　

年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作

　

に
従
事
す
る
人

▼
問
合
せ
先

　

選
挙
管
理
委
員
会

　
（
内
線
２
１
５
・
２
１
６
）

広告


